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工事監査結果報告書 

 

１ 基準に準拠している旨 

監査委員は、さいたま市監査基準に準拠して監査を行った。 

 

２ 監査の対象 

⑴ 対象課所 

保健衛生局 

 保健部 

  保健衛生総務課、思い出の里市営霊園事務所、大宮聖苑管理事務所 

市立病院病院経営部 

     病院施設管理課 

 健康科学研究センター 

  生活科学課 

福祉局 

    生活福祉部 

     生活福祉課 

長寿応援部 

  高齢福祉課 

 障害福祉部 

  障害政策課 

   建設局 

    建築部 

     営繕課、保全管理課、設備課 

北部建設事務所 

     道路安全対策課、道路建設課、道路維持課、河川整備課 

⑵ 監査の範囲 

令和３年度繰越工事及び令和４年度に契約した工事のうち、最終契約金額が 

１,０００万円以上の次に掲げる工事を対象とした。 

また、令和４年度に契約した施設修繕のうち、次に掲げる施設修繕を対象とした。 

 

担 当 工 事 名 

建設局 

建築部 

営繕課 さいたま市大宮駅西口公衆トイレ建設工事 

保全管理課 大戸児童センター中規模修繕工事 

設備課 大原中学校散水装置設置工事 

建設局 

北部建設事務所 

道路安全対策課 歩道整備工事（主要地方道さいたま春日部

線・東町工区） 

道路建設課 岩槻中央通り線市宿工区街路整備工事（R3） 



担 当 施 設 修 繕 名 

保健衛生局 

保健部 

保健衛生総務課 大宮医師会館1階エントランスホール等空調

設備修繕 

思い出の里市営霊

園事務所 

思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕A 

思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕B 

思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕C 

思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕D 

大宮聖苑管理事務

所 

さいたま市大宮聖苑令和4年度火葬炉設備修

繕 

保健衛生局 

市立病院病院経営

部 

病院施設管理課 さいたま市立病院 5Ｂ病棟ナースコール設備

修繕 

保健衛生局 

健康科学研究セン

ター 

生活科学課 413湿式排ガス洗浄装置修繕 

福祉局 

生活福祉部 

生活福祉課 思い出の里市営霊園内やすらぎの墓外部修

繕 

福祉局 

長寿応援部 

高齢福祉課 老人福祉センター東楽園ボイラー交換修繕 

福祉局 

障害福祉部 

障害政策課 さいたま市大崎むつみの里高圧ケーブル更

新修繕 

 

３ 監査の着眼点 

監査の主な着眼点は以下のとおり。 

⑴ 計画 

関連工事相互間の調整は適切に行われているか。 

⑵ 設計 

ア 事業目的に適合した設計となっているか。 

イ 法令等に適合した設計となっているか。 

⑶ 積算 

数量及び金額は正確か。また、算出根拠は明確か。 

⑷ 契約 

入札契約方式の選択は適切に行われているか。 

道路維持課 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２２

６号線） 

河川整備課 浮谷地内排水路改修工事（北河R3） 

   



⑸ 施工 

ア 設計図書どおり施工されているか。 

イ 現場の安全管理は適切に行われているか。 

⑹ 検査 

検査調書等検査記録は整備されているか。 

 

４ 監査の主な実施内容 

監査に当たっては、関係法令等に基づき事務手続等が適正に執行されているか、リ

スクの顕在化を防止するための内部統制が適正に整備・運用されているかについて、

関係職員から説明を聴取するとともに、書類調査及び現場調査を実施した。 

 

５ 監査の実施場所及び日程 

⑴ 実施場所 

監査事務局及び現地 

⑵ 監査期間 

令和５年８月４日（金）から令和５年１２月２６日（火）まで 

 

６ 監査の結果 

おおむね適正に行われているものと認められた。ただし、事務等の一部に次のとお

り改善を要する事項が見受けられたので、その措置を講じられたい。 

⑴ 工事 

ア 大戸児童センター中規模修繕工事 

(ｱ) 施工 

a 玄関庇の修繕において、労働者は、高さが２ｍ以上の箇所で塗装作業を行

っていた。 

墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業床を設けなけ

ればならない。また、作業床を設けることが困難なときは、労働者に要求性

能墜落制止用器具を使用させる等、労働者の危険を防止するための措置を講

じなければならないにもかかわらず、何らの措置も講じていない状況が見受

けられた。 

労働者の危険を防止するための措置を講じていないことから、労働安全衛

生規則第５１８条に基づき、受注者を適正に指導・監督すべきである。 

b 照明器具に使用されていた蛍光ランプにおいて、産業廃棄物管理票（マニ

フェスト）等による撤去後の処理状況が確認できない。 

蛍光ランプは、水銀が使用されている製品であることから、水銀使用製品

産業廃棄物（蛍光ランプ、ＨＩＤランプ等、水銀を使用した製品が産業廃棄

物となったもの）に指定されており、水銀使用製品産業廃棄物は、環境上適

正な処理を確保することや、産業廃棄物管理票（マニフェスト）等において



その取扱いを明らかにすることにより、廃棄物焼却施設に投入される水銀量

を削減することで水銀の大気排出を抑制しなければならないにもかかわら

ず、本件工事において撤去された蛍光ランプの処理状況が不明である。 

蛍光ランプの処理に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１

２条の３に基づく処理を明らかにする産業廃棄物管理票（マニフェスト）等

の提出を求める等、受注者を適正に指導・監督すべきである。 

【建設局 建築部 保全管理課】 

イ 歩道整備工事（主要地方道さいたま春日部線・東町工区） 

(ｱ) 施工 

再生砂の使用において、土壌の汚染に係る環境基準への適合を確認するため

の六価クロム溶出試験※を実施せず、受発注者とも材料の適否を確認していな

かった。 

再生砂の使用に当たっては、受注者は１購入先あたり１検体の六価クロム溶

出試験を行い、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認し

なければならない。 

前回の指摘にもかかわらず、六価クロム溶出試験が実施されていないことか

ら、平成１９年１１月１３日付けで技術管理課長から発出された、公共建設工

事における再生コンクリート砂の使用に係る留意事項に係る通知に基づき、六

価クロム溶出試験を実施するよう、受注者を適正に指導・監督すべきである。 

 

※セメント及びセメント系固化材を土壌と混合すると、土壌の条件によっては発がん性物質

である六価クロムが土壌環境基準を超える濃度で溶出するおそれがあるため、土壌環境基

準を満たすことを確認するための試験 

【建設局 北部建設事務所 道路安全対策課】 

ウ 岩槻中央通り線市宿工区街路整備工事（R3） 

(ｱ) 施工 

電線共同溝の特殊部設置において、高さが２ｍ以上の開口部を設けていた。 

墜落により労働者に危険が及ぶおそれのある箇所には、囲い等を設けなけれ

ばならず、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲

い等を取りはずすときは、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、

墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないにも

かかわらず、何ら措置を講じていない状況が見受けられた。 

労働者の危険を防止するための措置を講じていないことから、労働安全衛生

規則第５１９条に基づき、受注者を適正に指導・監督すべきである。 

【建設局 北部建設事務所 道路建設課】 

エ 浮谷地内排水路改修工事（北河R3） 

(ｱ) 施工 

a 監理技術者の配置において、本件工事は、本市が注文者である公共工事で



あることから、配置される監理技術者は、建設業法第２６条第３項の規定に

より専任の者でなければならない。また、同条第５項の規定により、専任の

者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けてい

る者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、

これを選任しなければならない。 

本件工事に配置された監理技術者資格者証の写しを確認したところ、有効

期限が平成３４年（令和４年）４月２日となっているにもかかわらず、その

日を超えてもなお、本件工事は継続しており、令和４年４月３日から工期末

までの間、有すべき監理技術者としての資格を有しない者の従事により行わ

れていた。 

建設業法第２６条第５項の規定に基づき、適正な資格を有した者が配置さ

れるよう、受注者を適正に指導・監督すべきである。 

ｂ 建設副産物の処理において、本工事では、特定建設資材であるコンクリー

ト及びアスファルト・コンクリートの解体並びに新築を含むことから、建設

工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条に基づき、工事に着手す

る日までに市長への通知が必要であるが、通知がなされていないことから、

適正な事務処理を行うべきである。 

【建設局 北部建設事務所 河川整備課】 

⑵ 施設修繕 

ア 思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕A 

(ｱ) 契約 

契約相手方の決定において、見積合わせを執行せずに契約相手方を決定して

いた。 

契約相手方の決定に際しては、選定する業者数や経るべき一連の手続が定め

られているが、本施設修繕においては、緊急の必要であるとの認識の下で、そ

れら一連の手続を経ず契約相手方を決定していた。 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号においては、緊急の必要を理

由として随意契約によることができる旨の規定があるが、緊急の必要とは、客

観的性質からの緊急性が必要であり、緊急の対応を行わなければ、市民生活等

に重大な影響が生じるおそれがあること等と解されている。 

一方で、本件の修繕対象物は照明設備であり、一時的な他の照明機器の使用

等により、一定程度の機能維持が見込めることから、通常必要な一連の手続を

要しない程度の緊急性があったとは認められない。また、不具合の覚知から修

繕作業着手に約１か月の期間を空けていることからも、緊急の必要を適用する

合理性があったとは認められない。 

契約相手方の決定に係る事務は、さいたま市施設修繕業者選定要綱第５条に

基づき適正数の業者を選定し、さいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の各条項

（主に第１２条から第３３条）に基づき、適正な事務処理を行うべきである。 



【保健衛生局 保健部 思い出の里市営霊園事務所】 

イ 思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕B 

(ｱ) 契約 

契約相手方の決定において、見積合わせを執行せずに契約相手方を決定して

いた。 

契約相手方の決定に際しては、選定する業者数や経るべき一連の手続が定め

られているが、本施設修繕においては、緊急の必要であるとの認識の下で、そ

れら一連の手続を経ず契約相手方を決定していた。 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号においては、緊急の必要を理

由として随意契約によることができる旨の規定があるが、緊急の必要とは、客

観的性質からの緊急性が必要であり、緊急の対応を行わなければ、市民生活等

に重大な影響が生じるおそれがあること等と解されている。 

一方で、本件の修繕対象物は照明設備であり、一時的な他の照明機器の使用

等により、一定程度の機能維持が見込めることから、通常必要な一連の手続を

要しない程度の緊急性があったとは認められない。また、不具合の覚知から修

繕作業着手に約１か月の期間を空けていることからも、緊急の必要を適用する

合理性があったとは認められない。 

契約相手方の決定に係る事務は、さいたま市施設修繕業者選定要綱第５条に

基づき適正数の業者を選定し、さいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の各条項

（主に第１２条から第３３条）に基づき、適正な事務処理を行うべきである。 

【保健衛生局 保健部 思い出の里市営霊園事務所】 

ウ 思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕C 

(ｱ) 契約 

契約相手方の決定において、見積合わせを執行せずに契約相手方を決定して

いた。 

契約相手方の決定に際しては、選定する業者数や経るべき一連の手続が定め

られているが、本施設修繕においては、緊急の必要であるとの認識の下で、そ

れら一連の手続を経ず契約相手方を決定していた。 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号においては、緊急の必要を理

由として随意契約によることができる旨の規定があるが、緊急の必要とは、客

観的性質からの緊急性が必要であり、緊急の対応を行わなければ、市民生活等

に重大な影響が生じるおそれがあること等と解されている。 

一方で、本件の修繕対象物は照明設備であり、一時的な他の照明機器の使用

等により、一定程度の機能維持が見込めることから、通常必要な一連の手続を

要しない程度の緊急性があったとは認められない。また、不具合の覚知から修

繕作業着手に約１か月の期間を空けていることからも、緊急の必要を適用する

合理性があったとは認められない。 

契約相手方の決定に係る事務は、さいたま市施設修繕業者選定要綱第５条に



基づき適正数の業者を選定し、さいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の各条項

（主に第１２条から第３３条）に基づき、適正な事務処理を行うべきである。 

【保健衛生局 保健部 思い出の里市営霊園事務所】 

エ さいたま市大崎むつみの里高圧ケーブル更新修繕 

(ｱ) 契約 

執行予定額の算定において、本件施設修繕の予算書上の予算額を執行予定額

とし、取引の実例価格等と乖離する価格により発注していた。 

執行予定額とは、契約額を決定するための基準となるものであり、取引の実

例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して

適正に定めなければならない。本件施設修繕の発注に当たっては、３者から見

積書を徴取しているが、それらの見積書と執行予定額を照合しても特段の関連

性は見受けられず、予算書上の予算額による執行予定額が、取引の実例価格等

を考慮したとは認められない。 

執行予定額の算定に当たっては、予算決算及び会計令第９９条の５に基づき、

取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を

考慮して適正に定めるべきである。 

【福祉局 障害福祉部 障害政策課】 

⑶ 意見 

ア 施設修繕番号②（思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕Ａ）、施設修繕番号③（思

い出の里立体屋内墓地照明設備修繕Ｂ）、施設修繕番号④（思い出の里立体屋内墓

地照明設備修繕Ｃ）及び施設修繕番号⑤（思い出の里立体屋内墓地照明設備修繕Ｄ）

について 

保健衛生局保健部思い出の里市営霊園事務所は、市営霊園内立体屋内墓地の１階

西側天井照明の一部に不点灯が見受けられたことから、照明設備（安定器及び蛍光

ランプ）の交換を行うため、次表のとおり４件の施設修繕を執行した。 

４件の業務は、墓地利用者からの要望により、施設修繕番号②が対象とするエリ

アの不点灯に対応する修繕②を先行して発注し、その後、隣接する修繕③が対応す

るエリアに調査を拡げた結果、さらに不具合が判明したことで追加的に修繕③を発

注した。以降、同様の経緯により修繕④、修繕⑤を順次追加したとのことである。 

しかし、設備の不具合が順次判明したために別途の契約としたこれらの４件は、

互いに隣接する箇所での業務であり、なおかつ業務内容が類似している。さらに履

行期間も接近し、受注者も同一業者であり、一括に発注すべき案件を意図的に分割

した実質的な違法行為と捉えられかねない契約であるため、このような契約とすべ

きではない。 

 

 

 

 



４業務の発注状況一覧 

【保健衛生局 保健部 思い出の里市営霊園事務所】 

 

なお、施工上留意すべき事項のうち、軽微なものについては、監査実施の際、関係職

員に口頭で改善等の指導を行った。 

施設修繕名 契約日 

履行期間 

契約金額(円) 上段（自） 

下段（至） 

施設修繕番号② 

思い出の里立体屋内墓地

照明設備修繕A 

令和４年１２月 ８日 
令和４年１２月 ８日 

令和４年１２月２３日 
２９３,７００ 

施設修繕番号③ 

思い出の里立体屋内墓地

照明設備修繕B 

令和４年１２月 ８日 
令和４年１２月 ８日 

令和４年１２月２８日 
２９３,７００ 

施設修繕番号④ 

思い出の里立体屋内墓地

照明設備修繕C 

令和４年１２月２６日 
令和４年１２月２６日 

令和５年 １月１３日 
２９２,６００ 

施設修繕番号⑤ 

思い出の里立体屋内墓地

照明設備修繕D 

令和４年１２月２７日 
令和４年１２月２７日 

令和５年 １月２０日 
５５,０００ 


